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○佐々木（憲）委員　そうしますと、当事者というと、例えば国民健康保険料とか介護保険料とか、

これは公的機関が当事者であります。今回、被災者の申請によって減免もしくは免除の措置がな

されるということだろうと思うんですけれども、しかし、当事者は今すぐ申請できるような状況ではな

いんですよ。また、そういう意識もさっと出てくるかというと、そうでもありません。

　したがって、これは国や行政の立場から、そういう部分については自動的な引き落としというのは

とめることができると思うんですけれども、これは厚労省、どうですか。

○岡本大臣政務官　お尋ねの国がかかわるさまざまな特別徴収のうち、介護保険料や国民健康

保険料、また後期高齢者医療の保険料等については、災害等の発生の場合に、市町村等の保

険者の判断により、減免を行うことや特別徴収を中止することができるというふうにされているところ

でありまして、厚生労働省といたしましては、可能な限り保険者の意向に沿った対応がとれるような、

必要な支援はしていきたいというふうには考えております。

○佐々木（憲）委員　それを被災地の方々に対して、国の側が率先して、あなたの場合はこういう

状況にあるから当面はよろしいですよ、こういうことをやるのが本来の国の仕事であり、政治的な役

割だと思うんですね。そういうことをきちっとやるべきだと思いますが、いかがですか。

○岡本大臣政務官　一義的には、先ほどお話をしましたものについては、市町村等の保険者の

判断ということになりましょうけれども、対象になる方がどのくらいみえるのかとか、また時間的な問

題もあって、例えば年金などでいうと、四月十五日の年金の振り込みに当たっては、残念ながら、

時間的なタイミングもあって、特別徴収を中止するということは物理的にできないというような事情も

あります。

　例えば六月の年金の振り込みに当たっては、どういったことができるのかというのは、委員の御

指摘もありますので、しっかりと我々としても検討していきたいと思いますが、繰り返しになりますけ

れども、一義的には、被災した市町村がどういう御判断をされるかというところによるんだろうという

ふうに思っています。

○佐々木（憲）委員　被災した市町村が行政機能を失っている、これは財務大臣の先ほど引用し

た言葉の中にもあるわけです、著しく低下している。そういうことが、実際に事務的な作業をやるゆ

とりがない。しかし、引き落としだけは時間が来たらどんどん行われる。これはおかしいと思うんで

すね。一体国は何をしているんだ、こういうことになりますから。

　これはやはり、実情を正確に、つまり、市町村に丸投げするんじゃなくて、国として状況を把握し

て、それに対してどのような対応をするか。これは、被災者を救援する、被災者を支援する非常に

重要な課題だと思うんですね。その点はやはりもっと前向きの答弁をしてもらわないと、一体何をし

ているんだというふうになってまいりますので。どうですか。

○岡本大臣政務官　先生そうおっしゃりますけれども、被災した市町村とすれば、住民の皆さん、

この場合は保険者が市町村の場合を想定しておりますけれども、そういった場合には、当然のこと

として、住民サービスの一環として、こういったいわゆる特別徴収の中止を求めてくるのではないか

というふうには想定をしております。

　また、法律上においても、先ほどお話がありましたように、保険料を徴収することが著しく困難で

あると認める、こういった場合には特別徴収を除くというふうに規定をしておりますので、そういった



規定をあわせて周知しながら、それぞれの保険者の皆さん、国が一括でやるというのもなかなか難

しいと逆に私は思うわけでありまして、そういうことを、先生の御意見は踏まえながら、しっかりと対

応がとれるような、厚生労働省としてもその意向をしんしゃくしてやっていく必要があろうかというふ

うに思っています。


